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携
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Ｆ
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業
法
改
正
と

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス

信
託
業
法
が
八
二
年
ぶ
り
に
改
正

さ
れ
た
が
、
今
回
の
改
正
は
、
信
託

銀
行
に
と
っ
て
大
き
く
飛
躍
す
る
絶

好
の
機
会
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｕ
Ｆ

Ｊ
信
託
銀
行
で
は
、
か
ね
て
か
ら
信

託
業
法
改
正
を
に
ら
み
さ
ま
ざ
ま
な

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
を
検
討
し
て

き
た
。
そ
の
な
か
の
一
つ
が
本
稿
の

知
的
財
産
権
（
特
許
権
）
の
信
託

（
以
下
、
特
許
権
信
託
と
い
う
）
で

あ
る
。

今
般
の
信
託
業
法
改
正
の
ポ
イ
ン

ト
は
大
き
く
分
け
る
と
三
つ
あ
る
。

一
点
目
は
、
受
託
可
能
財
産
の
拡

大
で
あ
る
。
従
来
、
信
託
財
産
は
�

金
銭
、
�
有
価
証
券
、
�
金
銭
債

権
、
�
動
産
、
�
土
地
お
よ
び
そ
の

定
着
物
、
�
地
上
権
お
よ
び
土
地
の

賃
借
権
の
六
つ
に
限
定
さ
れ
て
い
た

が
、
法
改
正
で
こ
う
し
た
限
定
は
な

く
な
り
、
知
的
財
産
権
を
含
む
財
産

権
一
般
の
受
託
が
可
能
と
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

二
点
目
は
、
信
託
業
の
担
い
手
の

拡
大
で
あ
る
。
信
託
と
は
、「
自
分

の
信
頼
で
き
る
人
（
受
託
者
）
に
、

有
価
証
券
や
不
動
産
と
い
っ
た
財
産

を
引
き
渡
し
て
、
一
定
の
目
的
に
従

っ
て
、
そ
の
財
産
の
管
理
や
運
用
を

委
託
す
る
」
制
度
で
あ
る
。
従
来
は

担
い
手
が
�
信
託
業
務
の
兼
営
認
可

を
受
け
て
い
る
金
融
機
関
�
に
事
実

上
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
改

正
で
金
融
機
関
以
外
の
一
般
企
業
も

信
託
業
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
点
で
あ
る
。

三
点
目
は
、
信
託
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
の
窓
口
拡
大
で
あ
る
。
信
託
契

約
代
理
店
・
信
託
受
益
権
販
売
業
者

と
い
う
二
つ
の
新
し
い
制
度
が
設
け

ら
れ
、
こ
れ
ま
で
銀
行
や
信
用
金
庫

等
の
金
融
機
関
に
限
定
さ
れ
て
い
た

代
理
店
・
販
売
業
者
が
、
証
券
会
社

や
事
業
会
社
、
個
人
に
も
可
能
に
な

昨
年
一
二
月
の
改
正
信
託
業
法
施
行
に
よ
っ
て
、
信
託
受
託
可
能
財
産
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
、
知
的
財
産
権
の
受
託
が

可
能
に
な
っ
た
。
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
は
知
的
財
産
権
の
一
つ
で
あ
る
特
許
権
の
信
託
を
他
社
に
先
駆
け
て
開
始
す
る
。

東
京
の
大
田
区
産
業
振
興
協
会
と
の
提
携
に
よ
っ
て
、
同
区
内
の
中
小
企
業
へ
「
特
許
権
信
託
」
を
提
供
す
る
。
大
田

区
は
都
内
随
一
の
工
業
集
積
地
で
機
械
金
属
加
工
業
が
八
割
を
占
め
る
が
、
そ
の
担
い
手
の
八
割
が
従
業
員
一
〇
人
未

満
の
中
小
企
業
者
だ
。
当
地
で
の
特
許
権
保
護
の
ニ
ー
ズ
を
吸
収
す
る
「
特
許
権
信
託
」
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
モ
デ
ル
と
し

て
、
関
係
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。

（
編
集
部
）
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改
正
の
概
要

信
託
業
法
（
以
下
「
本
法
」
と
い

う
）
の
改
正
の
内
容
は
、
�
受
託
可

能
財
産
の
範
囲
の
拡
大
、
�
信
託
業

の
担
い
手
の
拡
大
・
多
様
化
、
�
信

託
業
務
規
制
の
整
備
、
�
関
連
業
務

規
制
の
整
備
、
の
四
つ
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
述
べ
る
と
、
�
に
つ
い

て
は
、
知
的
財
産
権
、
担
保
権
（
注

１
）
そ
の
他
の
財
産
権
が
一
般
的
に

受
託
可
能
と
な
っ
た
。
�
に
つ
い
て

は
、
信
託
銀
行
以
外
の
法
人
に
信
託

業
の
門
戸
が
開
か
れ
、
運
用
型
・
管

理
型
（
注
２
）
な
ど
業
務
の
内
容
に

応
じ
て
参
入
規
制
が
整
備
さ
れ
た
。

�
に
つ
い
て
は
、
信
託
会
社
の
一
般

的
義
務
や
行
為
準
則
（
注
３
）
の
ほ

か
、
信
託
業
務
の
委
託
、
信
託
契
約

の
締
結
（
注
４
）
、
信
託
財
産
の
状
況

の
報
告
（
注
５
）
な
ど
に
つ
い
て
規

制
が
整
備
さ
れ
た
。
�
に
お
い
て

は
、
指
図
権
者
、
信
託
契
約
代
理

店
、
信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
、
行
為
準
則
等
が
設

け
ら
れ
た
。
な
お
、
兼
営
法
は
、
�

お
よ
び
�
を
信
託
銀
行
に
つ
き
準
用

し
て
い
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
今
回
の
改
正

（
注
６
）
の
う
ち
、
実
務
上
と
く
に

留
意
す
べ
き
点
を
指
摘
す
る
こ
と
と

し
た
い
。知

的
財
産
権
信
託
の

普
及
の
た
め
の
課
題

管
理
目
的
の
信
託

知
的
財
産
権
の
管
理
を
目
的
と
す

る
信
託
に
つ
い
て
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
上

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
た
な
い
研
究

者
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
、
知
的
財

産
権
の
利
用
ニ
ー
ズ
の
あ
る
大
企
業

と
を
、
ラ
イ
セ
ン
シ
ン
グ
等
を
通
じ

て
結
び
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
今
後
の
利
用
が
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
た

め
に
は
、
Ｔ
Ｌ
Ｏ
（
技
術
移
転
機

関
）
な
ど
の
新
規
参
入
組
を
は
じ
め

と
し
て
、
対
象
と
な
る
知
的
財
産
権

の
特
質
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
の
ニ

ー
ズ
を
発
掘
す
る
こ
と
が
で
き
る
担

い
手
を
増
や
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
目
的
の
信
託

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
知
的
財
産

権
を
対
象
と
す
る
証
券
化
取
引
等
に

信
託
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
。
信
託
銀
行
の
み
な
ら
ず
、
知
的

財
産
権
を
対
象
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
を
仕
組
む
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
と
っ

て
も
、
朗
報
と
い
え
る
。

し
か
し
、
法
律
上
信
託
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
だ
け
で
は
、
知
的
財
産

の
評
価
の
む
ず
か
し
さ
や
価
値
の
不

確
実
性
、
著
作
者
人
格
権
の
存
在
、

移
転
登
録
制
度
の
不
備
な
ど
、
従
来

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
が
解

消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

特
許
権
等
の
技
術
関
連
の
知
的
財
産

権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
価
値
を
維
持

す
る
た
め
に
開
発
者
の
継
続
的
な
関

与
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
ク
ロ
ス
ラ

イ
セ
ン
ス
等
の
権
利
関
係
が
複
雑
で

今
般
、
信
託
業
法
が
全
面
改
正
さ
れ
た
。
改
正
に
あ
た
り
、


受
託
可
能
財
産
の
範
囲
の
拡
大
、
�
信
託
業
の
担
い
手

の
拡
大
、
�
信
託
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
窓
口
の
拡
大
、
の
三
つ
が
そ
の
概
要
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
三
つ
の
「
拡
大
」
の
中
身
を
み
る
と
、
む
し
ろ
必
要
以
上
の
規
制
強
化
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
面
が
あ
る
。
信

託
銀
行
や
、
信
託
を
利
用
し
た
証
券
化
取
引
等
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
、
あ
る
い
は
そ
の
投
資
家
と
な
る
金
融
機
関
は
、
そ

の
よ
う
な
側
面
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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